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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】一足一段での階段昇降を可能とするとともに、
装着者の動作に合わせてタスクを円滑に切り替えること
ができる義肢装着式動作補助装置を提供する。
【解決手段】義肢装着式動作補助装置は、義足の大腿フ
レーム１２と下腿フレーム１６との間の膝関節１４の動
作を支援するものであり、前記大腿フレーム及び下腿フ
レームに連結され、義足に対して動力を付与する駆動部
２０と、鉛直方向に対する股関節角度を検出する絶対角
度センサと、膝関節角度を検出する角度センサと、装着
者への床反力を検出する床反力センサと、タスクのフェ
イズの基準パラメータを格納したデータ格納部と、前記
股関節角度、前記膝関節角度、及び前記床反力と、前記
データ格納部に格納された基準パラメータとを比較する
ことにより、装着者のタスクのフェイズを推定し、この
フェイズに応じた動力を前記駆動部に発生させるための
自律指令信号を生成する制御部４０と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　義足の大腿フレームと下腿フレームとの間の膝関節の動作を支援する義肢装着式動作補
助装置であって、
　前記膝関節の外側に配置され、前記大腿フレーム及び前記下腿フレームに連結され、前
記義足に対して動力を付与する駆動部と、
　鉛直方向に対する股関節角度を検出する絶対角度センサと、
　前記駆動部に設けられ、膝関節角度を検出する角度センサと、
　装着者への床反力を検出する床反力センサと、
　タスクとして分類した装着者の動作パターンを構成する一連の最小動作単位（フェーズ
）の各々の基準パラメータを格納したデータ格納部と、
　前記股関節角度、前記膝関節角度、及び前記床反力と、前記データ格納部に格納された
基準パラメータとを比較することにより、前記装着者のタスクのフェイズを推定し、この
フェイズに応じた動力を前記駆動部に発生させるための自律指令信号を生成する制御部と
、
　を備える義肢装着式動作補助装置。
【請求項２】
　前記制御部は、階段昇りタスクの屈曲フェイズにおいて、前記義足のつま先が所定の高
さの段差を超えられるように、前記大腿フレーム及び前記下腿フレームの長さから逆運動
学を用いて膝関節目標角度を算出し、該膝関節目標角度と前記角度センサにより検出され
る膝関節角度との偏差に基づいて前記自律指令信号を生成することを特徴とする請求項１
に記載の義肢装着式動作補助装置。
【請求項３】
　前記制御部は、階段昇りタスクの足裏水平フェイズにおいて、前記股関節角度を用いて
足裏が水平になる膝関節目標角度を算出し、該膝関節目標角度と前記角度センサにより検
出される膝関節角度との偏差に基づいて前記自律指令信号を生成することを特徴とする請
求項１又は２に記載の義肢装着式動作補助装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記角度センサにより検出される膝関節角度が前記膝関節目標角度に達
すると、屈曲フェイズから足裏水平フェイズに遷移することを特徴とする請求項２に記載
の義肢装着式動作補助装置。
【請求項５】
　前記制御部は、階段降りタスク又は平地歩行タスクの支持脚フェイズにおいて、完全伸
展角度と前記角度センサにより検出される膝関節角度との偏差にゲインを掛け合わせた値
を用いて前記自律指令信号を生成し、
　屈曲時のゲインは、伸展時のゲインよりも大きいことを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれかに記載の義肢装着式動作補助装置。
【請求項６】
　前記制御部は、平地歩行タスクの遊脚フェイズにおいて、前記股関節角度から股関節角
速度を算出し、所定時間前の股関節角速度にゲインを掛け合わせた値を用いて前記自律指
令信号を生成することを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の義肢装着式動作補
助装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記股関節角度、前記膝関節角度、及び前記床反力に基づいて、平地歩
行タスクと階段昇りタスクの切り替えを行うことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか
に記載の義肢装着式動作補助装置。
【請求項８】
　前記制御部は、健足側床反力、義足側床反力、前記絶対角度センサから得られる鉛直方
向加速度、及び前記股関節角度に基づいて、平地歩行タスクから階段昇りタスクへの切り
替えを行うことを特徴とする請求項７に記載の義肢装着式動作補助装置。



(3) JP 2016-2122 A 2016.1.12

10

20

30

40

50

【請求項９】
　前記制御部は、健足側床反力が所定値以上となり、前記膝関節が屈曲方向に運動してい
る場合、階段昇りタスクから平地歩行タスクへの切り替えを行うことを特徴とする請求項
７又は８に記載の義肢装着式動作補助装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、義足側床反力が所定値以上となり、前記膝関節が伸展方向に運動してい
る場合、階段昇りタスクから平地歩行タスクへの切り替えを行うことを特徴とする請求項
７乃至９のいずれかに記載の義肢装着式動作補助装置。
【請求項１１】
　前記装着者の大腿部における生体信号を検出する生体信号センサをさらに備え、
　前記制御部は、階段昇りタスクにおいて、該生体信号センサにより検出される伸展側の
生体信号の強度が所定値以上となった場合に、屈曲フェイズから足裏水平フェイズに遷移
することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載の義肢装着式動作補助装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記生体信号に応じた動力を前記駆動部に発生させるための随意指令信
号を生成し、前記随意指令信号及び前記自律指令信号を合成して合成指令信号を生成し、
　前記駆動部は、前記合成指令信号に基づいて生成された駆動電流により駆動することを
特徴とする請求項１１に記載の義肢装着式動作補助装置。
【請求項１３】
　前記データ格納部は、各タスクのフェイズ毎に設定された前記随意指令信号と前記自律
指令信号との合成比を格納し、
　前記制御部は、推定したフェイズに応じた合成比となるように、前記随意指令信号と前
記自律指令信号とを合成して合成指令信号を生成することを特徴とする請求項１２に記載
の義肢装着式動作補助装置。
【請求項１４】
　一端が装着者の大腿部に装着されるソケットに連結される大腿フレームと、
　一側が前記大腿フレームに結合される膝関節部と、
　一端が前記膝関節部の他側に結合される下腿フレームと、
　前記下腿フレームの他端に結合される足部と、
　前記膝関節部に設けられ、駆動力の発生により前記大腿フレーム又は前記下腿フレーム
を回動させる駆動部、及び膝関節角度を検出する角度センサと、
　前記大腿フレームに設けられ、鉛直方向に対する股関節角度を検出する絶対角度センサ
と、
　前記足部に設けられ、装着者への床反力を検出する床反力センサと、
　タスクとして分類した装着者の動作パターンを構成する一連の最小動作単位（フェーズ
）の各々の基準パラメータを格納したデータ格納部と、
　前記股関節角度、前記膝関節角度、及び前記床反力と、前記データ格納部に格納された
基準パラメータとを比較することにより、前記装着者のタスクのフェイズを推定し、この
フェイズに応じた動力を前記駆動部に発生させるための自律指令信号を生成する制御部と
、
　を備える装着式動作補助装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、義肢を装着した装着者の動作を補助する義肢装着式動作補助装置及び装着式
動作補助装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下肢は、日常生活において平地歩行や階段昇降といった移動動作を行うために重要な部
位であり、事故等により下肢を失うことは移動能力の低下につながる。下肢切断は、足関
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節と膝関節の間での切断である下腿切断と、膝関節と股関節の間での切断である大腿切断
の２つに大別される。
【０００３】
　下腿切断では、膝関節が残存していることから、下腿義足を使用することによって歩行
や階段昇降等の動作が可能である。
【０００４】
　一方、大腿切断では、失った膝関節を大腿義足で補う必要がある。一般的な大腿義足は
、膝継手と呼ばれる義足の膝関節に、バネやダンパの特性をもたせた受動義足である。ま
た、義足の関節を駆動する駆動手段を設け、随意的制御手段により、太腿部から検出され
る生体信号を用いて装着者の意思に従った動力を駆動手段に発生させたり、装着者の各動
作パターンを一連のフェイズ（最小動作単位）からなるタスクとして分類し、自律的制御
手段により、膝関節部の回転角や床反力等の物理量を用いて装着者のタスクのフェイズを
推定し、このフェイズに応じた動力を駆動手段に発生させたりする装着式動作補助装置が
提案されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－６０９４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した従来の義足は、比較的容易に平地歩行を行うことができた。しかし、健常者と
同様の、一足一段での階段昇降動作を行うことが困難であった。また、装着者の意思を読
み取ることが出来ないため、平地歩行から階段昇降への切り替えや、階段昇降から平地歩
行への切り替えを円滑に行うことができず、健常者と同等の歩行を実現することは困難で
あった。
【０００７】
　本発明は、上記従来の実状に鑑みてなされたものであり、一足一段での階段昇降を可能
とするとともに、平地歩行、階段昇り、及び階段降りの３つのタスクを装着者の動作に合
わせて円滑に切り替えることができる義肢装着式動作補助装置及び装着式動作補助装置を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置は、義足の大腿フレームと下腿フレーム
との間の膝関節の動作を支援する義肢装着式動作補助装置であって、前記膝関節の外側に
配置され、前記大腿フレーム及び前記下腿フレームに連結され、前記義足に対して動力を
付与する駆動部と、鉛直方向に対する股関節角度を検出する絶対角度センサと、前記駆動
部に設けられ、膝関節角度を検出する角度センサと、装着者への床反力を検出する床反力
センサと、タスクとして分類した装着者の動作パターンを構成する一連の最小動作単位（
フェイズ）の各々の基準パラメータを格納したデータ格納部と、前記股関節角度、前記膝
関節角度、及び前記床反力と、前記データ格納部に格納された基準パラメータとを比較す
ることにより、前記装着者のタスクのフェイズを推定し、このフェイズに応じた動力を前
記駆動部に発生させるための自律指令信号を生成する制御部と、を備える。
【０００９】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記制御部は、階段昇りタ
スクの屈曲フェイズにおいて、前記義足のつま先が所定の高さの段差を超えられるように
、前記大腿フレーム及び前記下腿フレームの長さから逆運動学を用いて膝関節目標角度を
算出し、該膝関節目標角度と前記角度センサにより検出される膝関節角度との偏差に基づ
いて前記自律指令信号を生成することが好ましい。
【００１０】
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　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記制御部は、階段昇りタ
スクの足裏水平フェイズにおいて、前記股関節角度を用いて足裏が水平になる膝関節目標
角度を算出し、該膝関節目標角度と前記角度センサにより検出される膝関節角度との偏差
に基づいて前記自律指令信号を生成することが好ましい。
【００１１】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記制御部は、前記角度セ
ンサにより検出される膝関節角度が前記膝関節目標角度に達すると、屈曲フェイズから足
裏水平フェイズに遷移することが好ましい。
【００１２】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記制御部は、階段降りタ
スク又は平地歩行タスクの支持脚フェイズにおいて、完全伸展角度と前記角度センサによ
り検出される膝関節角度との偏差にゲインを掛け合わせた値を用いて前記自律指令信号を
生成し、屈曲時のゲインは、伸展時のゲインよりも大きいことが好ましい。
【００１３】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記制御部は、平地歩行タ
スクの遊脚フェイズにおいて、前記股関節角度から股関節角速度を算出し、所定時間前の
股関節角速度にゲインを掛け合わせた値を用いて前記自律指令信号を生成することが好ま
しい。
【００１４】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記制御部は、前記股関節
角度、前記膝関節角度、及び前記床反力に基づいて、平地歩行タスクと階段昇りタスクの
切り替えを行うことが好ましい。
【００１５】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記制御部は、健足側床反
力、義足側床反力、前記絶対角度センサから得られる鉛直方向加速度、及び前記股関節角
度に基づいて、平地歩行タスクから階段昇りタスクへの切り替えを行うことが好ましい。
【００１６】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記制御部は、健足側床反
力が所定値以上となり、前記膝関節が屈曲方向に運動している場合、階段昇りタスクから
平地歩行タスクへの切り替えを行うことが好ましい。
【００１７】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記制御部は、義足側床反
力が所定値以上となり、前記膝関節が伸展方向に運動している場合、階段昇りタスクから
平地歩行タスクへの切り替えを行うことが好ましい。
【００１８】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記装着者の大腿部におけ
る生体信号を検出する生体信号センサをさらに備え、前記制御部は、階段昇りタスクにお
いて、該生体信号センサにより検出される伸展側の生体信号の強度が所定値以上となった
場合に、屈曲フェイズから足裏水平フェイズに遷移することが好ましい。
【００１９】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記制御部は、前記生体信
号に応じた動力を前記駆動部に発生させるための随意指令信号を生成し、前記随意指令信
号及び前記自律指令信号を合成して合成指令信号を生成し、前記駆動部は、前記合成指令
信号に基づいて生成された駆動電流により駆動することが好ましい。
【００２０】
　本発明の一態様による義肢装着式動作補助装置においては、前記データ格納部は、各タ
スクのフェイズ毎に設定された前記随意指令信号と前記自律指令信号との合成比を格納し
、前記制御部は、推定したフェイズに応じた合成比となるように、前記随意指令信号と前
記自律指令信号とを合成して合成指令信号を生成することが好ましい。
【００２１】
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　本発明の一態様による装着式動作補助装置は、一端が装着者の大腿部に装着されるソケ
ットに連結される大腿フレームと、一側が前記大腿フレームに結合される膝関節部と、一
端が前記膝関節部の他側に結合される下腿フレームと、前記下腿フレームの他端に結合さ
れる足部と、前記膝関節部に設けられ、駆動力の発生により前記大腿フレーム又は前記下
腿フレームを回動させる駆動部、及び膝関節角度を検出する角度センサと、前記大腿フレ
ームに設けられ、鉛直方向に対する股関節角度を検出する絶対角度センサと、前記足部に
設けられ、装着者への床反力を検出する床反力センサと、タスクとして分類した装着者の
動作パターンを構成する一連の最小動作単位（フェーズ）の各々の基準パラメータを格納
したデータ格納部と、前記股関節角度、前記膝関節角度、及び前記床反力と、前記データ
格納部に格納された基準パラメータとを比較することにより、前記装着者のタスクのフェ
イズを推定し、このフェイズに応じた動力を前記駆動部に発生させるための自律指令信号
を生成する制御部と、を備える。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、一足一段での階段昇降を可能とするとともに、平地歩行、階段昇り、
及び階段降りの３つのタスクを装着者の動作に合わせて円滑に切り替え、健常者と同等の
歩行を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係る装着式動作補助装置の外観図である。
【図２】同実施形態に係る装着式動作補助装置の制御系を示すブロック図である。
【図３】人の平地歩行の一連の流れを示す図である。
【図４】一足一段での階段昇り動作と二足一段での階段昇り動作の例を示す図である。
【図５】階段昇り動作の屈曲フェイズ、足裏水平フェイズ、及び身体押上フェイズを示す
図である。
【図６】階段降り動作の支持脚フェイズ及び遊脚フェイズを示す図である。
【図７】平地歩行タスクと階段昇りタスクとの間でのタスク切り替え状況の例を示す図で
ある。
【図８】健常者の平地歩行で得られる各パラメータを示す図である。
【図９】平地歩行動作試験の経路を示す図である。
【図１０】健常者の地歩行動作試験の速度結果を示す図である。
【図１１】健常者の階段昇り動作試験の速度結果を示す図である。
【図１２】健常者の階段降り動作試験の速度結果を示す図である。
【図１３】平地歩行動作と階段昇降動作が必要な経路を示す図である。
【図１４】健常者のタスク切り替え試験の結果を示す図である。
【図１５】下肢切断者による生体電位計測試験の結果を示す図である。
【図１６】下肢切断者による平地歩行動作試験での、１歩行周期分の膝関節角度、股関節
角度、両足の床反力、フェイズ番号を示す図である。
【図１７】下肢切断者による平地歩行動作試験の速度結果を示す図である。
【図１８】下肢切断者による階段昇り動作試験での、歩行１周期分の膝関節角度、股関節
角度、両足の床反力、フェイズ番号を示す図である。
【図１９】下肢切断者による階段降り動作試験での、歩行１周期分の膝関節角度、股関節
角度、両足の床反力、フェイズ番号を示す図である。
【図２０】下肢切断者による階段昇り動作試験の速度結果を示す図である。
【図２１】下肢切断者による階段降り動作試験の速度結果を示す図である。
【図２２】下肢切断者によるタスク切り替え試験の結果を示す図である。
【図２３】建造物内の模式図である。
【図２４】建造物内の各径路の所要時間を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２５】
　図１は本発明の実施形態に係る装着式動作補助装置（以下、「動作補助装置」と称する
）の外観図である。なお、図１では、装着者Ｐの切断された右脚の大腿部に装着される動
作補助装置を一例として説明する。動作補助装置は、ソケット１０、大腿フレーム１２、
膝関節部１４、下腿フレーム１６、及び足部１８を備えている。
【００２６】
　ソケット１０は、内側に右大腿部の形状に合わせた挿入凹部が形成されており、例えば
樹脂等により成型される。例えば、ソケット１０の挿入凹部に装着者Ｐの切断された右大
腿部の断端を嵌合し、断端とソケット１０との間の空気を抜きソケット１０に陰圧をかけ
ることで、装着者Ｐに装着される。
【００２７】
　大腿フレーム１２の一端はアタッチメント（図示せず）を介してソケット１０に結合し
ており、他端は膝関節部１４に結合している。大腿フレーム１２には、股関節の鉛直方向
とのなす角度を検出する絶対角度センサが設けられている。この絶対角度センサは、低周
波数の動作では加速度センサ、高周波数の動作ではジャイロを用いて、股関節（大腿）の
鉛直方向とのなす絶対角（股関節角度）を算出する。
【００２８】
　膝関節部１４は、装着者Ｐの右膝関節として機能する。膝関節部１４の一側には大腿フ
レーム１２の他端が結合されており、他側には下腿フレーム１６の一端が結合されている
。膝関節部１４は大腿フレーム１２及び下腿フレーム１６を回動可能に連結している。ま
た、膝関節部１４には駆動部２０が設けられている。駆動部２０は電動モータからなり、
膝関節部１４を直接駆動する。これにより、膝関節を能動的に屈曲伸展させることができ
る。駆動部２０には、膝関節の角度（屈曲角度）を検出する角度センサ（図示せず）が設
けられている。この角度センサは例えばポテンショメータである。
【００２９】
　下腿フレーム１６の他端は足部１８に結合されている。足部１８には、主にカーボンの
プレートによる弾性力によって支持脚時に蓄えられたエネルギーを蹴り出しに利用するこ
とが可能なエネルギー蓄積型足部が用いられる。足部１８には靴の中敷き状の床反力セン
サ（図示せず）が設けられている。床反力センサは、装着者Ｐと床との圧力を計測するこ
とで、床から装着者Ｐへの反力を求める。この床反力センサは、健足側（図１に示す例で
は左足側）にも設けられる。
【００３０】
　また、装着者Ｐの右脚大腿部の前後皮膚表面には、右脚大腿部における生体電位（生体
信号）を検出する生体信号検出センサ（図示せず）が貼り付けられる。
【００３１】
　装着者Ｐの腰には腰ベルト３０が装着されており、この腰ベルト３０の後側には、各セ
ンサから検出結果を取得して駆動部２０を制御する制御部４０、及び制御部４０や各セン
サに電力を供給するバッテリ５０が搭載されている。
【００３２】
　図２は、動作補助装置の制御系を示すブロック図である。動作補助装置は、生体電位信
号検出手段１０２、関節角度検出手段１０４、床反力検出手段１０６、制御装置１１０、
駆動信号生成手段１２０、及び駆動部２０を備える。
【００３３】
　生体電位信号検出手段１０２は、上述した生体信号検出センサからなる。関節角度検出
手段１０４は、上述した絶対角度センサや駆動部２０に設けられた角度センサからなる。
床反力検出手段１０６は、上述した床反力センサからなる。
【００３４】
　制御装置１１０は、随意制御手段１１２、自律制御手段１１４、データ格納手段１１６
、及び指令信号合成手段１１８を有し、図１の制御部４０に対応する。
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【００３５】
　随意制御手段１１２は、生体電位信号検出手段１０２により検出された生体電位信号に
対して、フィルタ処理（スムージング処理）及び増幅を含む信号処理を行う。そして、随
意制御手段１１２は、信号処理を施した生体電位信号を用いて、装着者Ｐの意思に従った
動力を駆動部２０に発生させるための随意指令信号を生成する。
【００３６】
　データ格納手段１１６は、装着者Ｐのタスクのフェイズを特定するための基準パラメー
タデータベースと、特定されたフェイズに応じて駆動部２０の駆動トルクを制御する方法
についての情報とを格納する。タスクとは、人間の主要な動作パターンを分類したもので
ある。フェイズとは、各タスクを構成する一連の最小動作単位である。人間の一般的な動
作を分析すると、各フェイズにおける各関節の角度や重心の移動等の典型的な動作パター
ンが決まっていることが分かる。そこで、人間の多数の基本動作（タスク）を構成する各
フェイズについて、典型的な関節角度の変位や重心移動の状態等を経験的に求め、それら
を基準パラメータデータベースに格納しておく。タスク及びフェイズについては後述する
。
【００３７】
　自律制御手段１１４は、関節角度検出手段１０４により検出された関節角度及び床反力
検出手段１０６により検出された床反力等の装着者Ｐの動作の状態をあらわすパラメータ
と、データ格納手段１１６に格納された基準パラメータとを比較して、装着者Ｐの動作の
タスク及びフェイズを特定する。自律制御手段１１４は、特定したフェイズに応じた動力
を駆動部２０に発生させるための自律指令信号を生成する。
【００３８】
　指令信号合成手段１１８は、随意制御手段１１２により生成された随意指令信号と、自
律制御手段１１４により生成された自律指令信号とを合成し、合成指令信号を駆動信号生
成手段１２０へ出力する。
【００３９】
　随意指令信号と自律指令信号との合成比（ハイブリッド比）を各タスクのフェイズ毎に
予め設定してデータ格納手段１１６に格納しておいてもよい。このハイブリッド比は、各
タスクのフェイズ毎に、装着者Ｐの動作を違和感なくアシストできるように予め設定され
る。指令信号合成手段１１８は、特定されたフェイズに応じたハイブリッド比となるよう
に随意指令信号と自律指令信号とを合成し、合成指令信号を生成する。
【００４０】
　合成指令信号は、動作の開始から終了まで変化する随意的制御による動力と、フェイズ
毎の自律的制御による動力とを合成した動力を駆動部２０に発生させる波形を有する。
【００４１】
　駆動信号生成手段１２０は、合成指令信号に応じた駆動信号（駆動電流）を生成し、駆
動部２０に供給することにより、駆動部２０を駆動する。駆動部２０は、駆動信号に応じ
たアシスト力（動力）を装着者Ｐに付与する。
【００４２】
　装着者Ｐの皮膚が汗で濡れる等により生体電位信号検出手段１０２が生体電位信号を検
出できない場合には、随意制御手段１１２による随意指令信号の生成は行わず、自律制御
手段１１４により生成された自律指令信号に基づく動力を駆動部２０に発生させてもよい
。
【００４３】
　次に、タスク及びフェイズと、自律制御手段１１４による駆動部２０への指令トルクの
制御方法について説明する。装着者Ｐの動作を分類するタスクとしては、例えば、平地歩
行動作、階段昇り動作、階段降り動作などがある。
【００４４】
　［平地歩行動作］
　図３に人の平地歩行の一連の流れを示す。人の歩行状態は遊脚期と支持脚期の２つに大
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別される。遊脚期は足が地面から離れ下腿を振り出す動作の期間である。支持脚期は足が
地面に接地し自重を支えている期間である。平地歩行タスクは、遊脚フェイズと支持脚フ
ェイズにより構成される。
【００４５】
　遊脚フェイズでは、支持脚フェイズから遊脚フェイズへ遷移した直後に膝関節が屈曲す
る。股関節は次の１歩のために屈曲し、立脚中期から膝関節は遅れて伸展を始める。この
ように遊脚フェイズでは大腿の動きに遅れて下腿が連動して屈曲伸展する。本実施形態で
は、遊脚フェイズにおいて大腿の動きに遅れて下腿が連動して動くように、絶対角度セン
サから得られる股関節角速度から駆動部２０への指令トルクを算出する。遊脚フェイズに
おける指令トルクの算出式は以下の数式（１）のようになる。
【数１】

【００４６】
　遅延時間Ｔは例えば１００ｍｓ程度である。また、ゲインＫｆｌとＫｅｘとは異なる値
である。
【００４７】
　遊脚フェイズにおけるトルク制御は、フィードフォワードの制御系を構成している。そ
のため、誤って平地歩行タスクの遊脚フェイズへ遷移しても、大腿部を随意的に屈曲伸展
しない限り膝関節は駆動しない。
【００４８】
　支持脚フェイズにおけるトルク制御は、後述する階段降り動作でのトルク制御と同じで
ある。つまずきなどによる膝折れを防止するため、支持脚フェイズでは、完全伸展位を目
標角度とした位置制御を行う。義足が遊脚フェイズから支持脚フェイズへ遷移する際に完
全伸展位で着床することで、ハードウェアの構造的に支持脚期での膝折れを防止できる。
支持脚フェイズにおけるトルク制御は、後述する階段降り動作でのトルク制御と同一のも
のとした。平地歩行動作の支持脚フェイズのまま階段を降りることで、タスクの切り替え
が不要となり、プログラムを単純化できる。
【００４９】
　このような遊脚フェイズ、支持脚フェイズのトルク制御を繰り返すことで、平地歩行動
作が実現される。
【００５０】
　［階段昇り動作］
　次に、階段昇り動作でのトルク制御について説明する。本実施形態における階段昇り動
作は、一足一段での昇り動作である。図４（ａ）に一足一段(Step-Over-Step)での階段昇
り動作の例を示し、図４（ｂ）に二足一段(Step-By-Step)での階段昇り動作の例を示す。
一足一段は、健常者が階段昇降を行う際の一般的な昇降方法であり、一段ずつ交互の脚で
昇降する。二足一段は、下肢に障害や損傷のある場合の昇降方法であり、両足を同じ段へ
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配置した後、片脚で昇降動作を行う。
【００５１】
　階段昇りタスクは、図５に示すように、屈曲フェイズ（phase1）、足裏水平フェイズ（
phase2）、身体押上フェイズ（phase3）の３つのフェイズから構成される。それぞれのフ
ェイズ毎に目的の軌道を生成し、その軌道を追従するようにトルク制御を行う。軌道生成
には、人のリーチング動作に近いとされる躍度最小モデル(Minimum　Jerk　Trajectory)
を使用し、人の滑らかな運動を再現する。
【００５２】
　屈曲フェイズ（phase1）では、足部１８のつま先が階段の段差に当たりつまずかないよ
うに膝関節を屈曲させる。建築基準法において、階段の蹴上寸法は２３０ｍｍ以下と定め
られているため、蹴上寸法が２３０ｍｍの段差を超えられるように装着者Ｐの大腿部、下
腿部のリンク長から逆運動学を用いて一歩目の膝関節目標角度を算出する。装着者Ｐは、
足部１８のつま先が足裏水平フェイズ（phase2）での伸展動作で段差に当たらないように
、膝関節が屈曲するタイミングに合わせて股関節を屈曲させる。膝関節屈曲角度が目標角
度になると、足裏水平フェイズ（phase2）に遷移する。あるいはまた、生体信号検出セン
サにより検出される伸展側の生体電位信号強度が所定値以上となった場合に足裏水平フェ
イズ（phase2）に遷移してもよい。
【００５３】
　足裏水平フェイズ（phase2）では、足裏が地面と水平となるように膝関節を制御する。
絶対角度センサから得られる大腿部の角度から、足裏が水平になるように膝関節目標角度
を算出し、膝関節屈曲角度が目標角度となるようにトルクを制御する。足裏水平フェイズ
（phase2）による伸展動作が終了した後、装着者Ｐは動作補助装置側の足部１８で段差に
体重を乗せる。体重を一定の割合でかけると、身体押上フェイズ（phase3）に遷移する。
【００５４】
　身体押上フェイズ（phase3）では、動作補助装置が支持脚になると、完全伸展位を目標
角度としてトルク制御を行う。膝関節が完全伸展した後、動作補助装置の足部１８を離床
させると、屈曲フェイズ（phase1）に遷移する。
【００５５】
　屈曲フェイズ（phase1）、足裏水平フェイズ（phase2）、身体押上フェイズ（phase3）
の３つのフェイズを繰り返すことによって、階段を昇ることができる。各フェイズのいず
れもＰＩＤ制御によって制御器を構成し、ＰＩＤゲインは試行錯誤的に決定する。階段昇
り動作における指令トルクの算出式は以下の数式（２）、（３）のようになる。
【数２】

【００５６】
　［階段降り動作］
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　次に、階段降り動作でのトルク制御について説明する。なお、階段降り動作についても
、上述の階段昇り動作と同様に、一足一段での降り動作である。図６に示すように、階段
降り動作は、支持脚フェイズ（図６（ａ））と遊脚フェイズ（図６（ｂ））により構成さ
れる。
【００５７】
　図６（ａ）に示す支持脚フェイズでは、自重を支えながらゆっくり膝関節を屈曲させる
。このとき、外力Ｆによって膝関節は屈曲し、外力Ｆとは反対の伸展方向に自重を支える
トルクτｋが出力される．
【００５８】
　図６（ｂ）に示す遊脚フェイズでは、外力Ｆによる影響がないため、膝関節を滑らかに
伸展させるために、支持脚フェイズと比較して小さいトルクτｋを伸展方向に出力する。
【００５９】
　支持脚フェイズ、遊脚フェイズ共に伸展方向にトルクを出力している点で共通している
。そのため、完全伸展角度を目標角度として膝関節の制御を行う。支持脚フェイズでは大
きいトルクを必要とし、遊脚フェイズでは必要となるトルクが小さいため、屈曲側と伸展
側とでゲインを別々に設定し、現在の膝関節の回転方向に応じてゲインを切り換える。階
段降り動作における指令トルクの算出式は以下の数式（４）のようになる。なお、この指
令トルクの算出方法は、平地歩行動作の支持脚フェイズにおける指令トルクの算出方法と
同じである。
【数３】

【００６０】
　屈曲時のゲインＫＰ＿ｆｔ、ＫＤ＿ｆｔを大きく設定し、支持脚フェイズにおいて動作
補助装置に体重を預けることで、膝関節がゆっくり屈曲する。また、伸展時のゲインＫＰ

＿ｅｘ、ＫＤ＿ｅｘを小さく設定することで、遊脚フェイズにおいて膝関節が滑らかに伸
展する。この支持脚フェイズと遊脚フェイズを繰り返すことで、階段を降りることができ
る。
【００６１】
　［タスクの切り替え］
　図７（ａ）～（ｃ）は、上述した平地歩行タスクと階段昇りタスクとの間でのタスク切
り替え状況の例を示す。図７（ａ）は、平地歩行タスクから階段昇りタスクへ健足側の脚
から昇り始める場合を示す。図７（ｂ）は、階段昇りタスクから平地歩行タスクへ遷移す
る際に、動作補助装置側（義足側）の脚から歩行を開始する場合を示す。図７（ｃ）は、
図７（ｂ）とは逆に、階段昇りタスクから平地歩行タスクへ遷移する際に、健足側の脚か
ら歩行を開始する場合を示す。
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【００６２】
　図７（ａ）の場合では、事前に健常者による予備実験を行い、その結果からタスク切り
替え条件を決定する。
【００６３】
　例えば、予備実験では、右脚に模擬大腿ソケットを使用して動作補助装置を装着した健
常者１名が平地歩行タスクで平地歩行を行い、蹴上寸法１８０ｍｍの段差に健足側から昇
る動作を行う。これにより得られるデータの一例を図８に示す。グラフの横軸は時間[ｓ]
、縦軸はそれぞれ健足側床反力(FRF　Left)、動作補助装置側床反力(FRF　Right)、絶対
角度センサから得られる鉛直方向加速度(Acceleration　Z)、股関節角度(Hip　Angle)で
ある。
【００６４】
　健足側から階段を昇ることにより、健足側が支持脚、動作補助装置側が遊脚となり、FR
F　Leftが増大し、FRF　Rightが減少する。さらに、健足側の脚で段差を一段昇ることに
よる鉛直方向の加速度が発生することによってAcceleration　Zが瞬間的に増大する。さ
らに、前方に段差があることから動作補助装置側の股関節は鉛直方向からの角度に対して
下を向いていることがHip　Angleからわかる。
【００６５】
　以上の特徴を考慮して各パラメータに閾値を設定し、これらの条件を満たした際に歩行
タスクから階段昇りタスクへ切り替える。
【００６６】
　人の歩き始めでは、歩き始める脚と反対側の後脚つま先に大きな床反力が発生する。そ
のため、図７（ｂ）の場合、健足側の床反力が大きく発生し（所定値以上となり）、動作
補助装置側の脚が屈曲方向に運動していることをタスクの切り替え条件とする。また、図
７（ｃ）の場合、動作補助装置側の床反力が大きく発生し（所定値以上となり）、動作補
助装置側の脚が伸展方向に運動していることをタスクの切り替え条件とする。
【００６７】
　なお、階段降りタスクと平地歩行タスクの支持脚フェイズとは同一のトルク制御が行わ
れ、歩行タスクの支持脚フェイズのまま階段を降りることができる。そのため、平地歩行
タスクと階段降りタスクとの間では、タスクを切り替える必要がない。
【００６８】
　このように、本実施形態に係る動作補助装置によれば、平地歩行タスクの遊脚フェイズ
において、絶対角度センサが検出した大腿絶対角度から角速度を算出し、この角速度を用
いて、股関節に連動して膝関節を屈曲させる。そのため、健常者と同等の平地歩行を実現
することができる。
【００６９】
　また、階段昇りタスクの屈曲フェイズでは、建築基準法において定められた階段の蹴上
寸法の上限段差を超えられるように、装着者Ｐの大腿部、下腿部のリンク長から逆運動学
を用いて一歩目の膝関節目標角度を算出し、この膝関節目標角度を用いて膝関節を屈曲さ
せる。膝関節屈曲角度が目標角度になるか、又は伸展側の生体電位信号が所定値以上とな
った場合、屈曲フェイズから足裏水平フェイズに遷移し、絶対角度センサから得られる大
腿部の角度から、足裏が水平になるように膝関節目標角度を算出し、この膝関節目標角度
を用いて膝関節を屈曲させる。動作補助装置側の足部１８にかかる体重が所定値に達する
と足裏水平フェイズから身体押上フェイズに遷移し、完全伸展位を目標角度として膝関節
を屈曲させる。そして、動作補助装置の足部１８が離床すると、身体押上フェイズから屈
曲フェイズへ遷移する。このような膝関節目標角度を用いた膝関節の制御により、一足一
段での階段昇りを実現することができる。
【００７０】
　また、階段降りタスクでは、屈曲時の駆動トルクのゲインを伸展時の駆動トルクのゲイ
ンよりも大きく設定することで、支持脚フェイズにおいて膝関節がゆっくり屈曲するとと
もに、遊脚フェイズにおいて膝関節が滑らかに伸展し、一足一段での階段降りを実現する
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ことができる。
【００７１】
　また、床反力や股関節角度等に基づいて平地歩行タスクと階段昇りタスクの切り替えを
行い、階段降りタスクと平地歩行タスクの支持脚フェイズとで同一のトルク制御を行い、
歩行タスクの支持脚フェイズのまま階段を降りることができるようにしているため、スイ
ッチなどの特殊な装置を用いることなく、装着者Ｐの動作に合わせてシームレスに平地歩
行、階段昇り、階段降りの３つのタスクの切り替え行うことができる。そのため、健常者
と同等の歩行を実現することができる。
【００７２】
　上記実施形態による装着式動作補助装置は、市販の義肢（義足）に取り付ける義肢装着
式であってもよい。この場合、例えば、市販の義足部品により、大腿フレームと、下腿フ
レームと、足部と、大腿フレーム及び下腿フレームを回動可能に連結する関節とが構成さ
れる。駆動部２０は、大腿フレーム及び下腿フレームに連結され、回転軸が関節の回動中
心と一致し、同軸となるように取り付けられる。義肢装着式動作補助装置は、外付けタイ
プの駆動部２０、床反力センサ、生体信号検出センサ、絶対角度センサ及び制御部４０を
備える。
【００７３】
　［健常者による試験］
　タスク毎の試験
　動作補助装置のソケット１０を模擬大腿ソケットとし、健常者による試験を行った。被
験者は動作補助装置を装着していない状態と装着した状態で、平地歩行動作、階段昇り動
作、階段降り動作のそれぞれについて試験を行った。被験者は動作補助装置を装着してい
ない状態では快適速度（Comfortable speed）で歩行し、装着した状態では快適速度と最
大努力速度（Maximum
speed）で歩行した。これら３つの条件のもとで以下に説明する試験をそれぞれ５回試行
し比較した。本試験の階段昇降では、蹴上げ高さが１８０ｍｍ、幅１４００ｍｍ、奥行き
２８０ｍｍ、１４
段の階段を使用した。
【００７４】
　（１）平地歩行動作試験
　平地歩行動作試験では、１０ｍ歩行試験を行った。被験者は図９に示す経路のＡ地点か
らＤ地点までを歩行し、Ｂ地点からＣ地点までの１０ｍの歩行に要する時間を計測した。
Ａ地点からＢ地点、Ｃ地点からＤ地点はどちらも３ｍの助走区間とした。
【００７５】
　（２）階段昇り動作試験
　階段昇り動作試験では、１段目から１１段目までの計１０段の段差を昇るのに要する時
間を計測した。
【００７６】
　（３）階段降り動作試験
　階段降り動作試験では、１２段目から２段目までの計１０段の段差を降りるのに要する
時間を計測した。
【００７７】
　平地歩行動作試験、階段昇り動作試験、階段降り動作試験において、上記実施形態によ
るトルク制御によって、それぞれの動作が実現できることが確認できた。階段の昇降動作
においては、健常者と同じ歩行様式である一足一段での階段昇降動作の実現を確認できた
。平地歩行動作試験、階段昇り動作試験、階段降り動作試験の速度結果をそれぞれ図１０
、図１１、図１２に示す。
【００７８】
　図１０より、平地歩行動作試験では、動作補助装置における快適速度と健常者の快適速
度が同程度の結果となった。動作補助装置の最大努力速度は健常者の快適速度よりも１．



(14) JP 2016-2122 A 2016.1.12

10

20

30

40

50

３倍速い結果となった。以上より、下肢切断者が動作補助装置を使用することで健常者と
同等な速度で平地歩行を行えると考えられる。
【００７９】
　図１１より、階段昇り動作では、動作補助装置の快適速度と最大努力速度の両方で、健
常者の快適速度より遅い結果となった。動作補助装置の最大努力速度が健常者の快適歩行
速度の６１％の速度であるという結果となった。以上より、下肢切断者が動作補助装置を
使用することで、健常者の６０％程度の速度で階段を昇ることができると考えられる。階
段昇り動作の速度が健常者より遅くなったのは、動作補助装置では足首が固定され、つま
先が段差にあたらないような軌道を生成するために、健常者より大きな軌道を描く必要が
あるためと考えられる。
【００８０】
　図１２より、階段降り動作では，動作補助装置の快適速度が健常者の快適速度と同程度
の結果となった。動作補助装置の最大努力速度が健常者の快適速度より１．３倍速い結果
となった。以上より、下肢切断者が動作補助装置を使用することで健常者と同等な速度で
階段を降りることができると考えられる。
【００８１】
　タスクの切り替え試験
　図１３に示す平地歩行動作と階段昇降動作が必要な経路を、動作補助装置を装着した健
常１名が歩行し、状況に応じたタスクの切り替えを確認した。使用する階段は５段と３段
の段差がそれぞれ両側にあり、５段側の蹴上寸法は１２０ｍｍ、３段側の蹴上寸法は２０
０ｍｍである。図１３のＡ地点から歩行し、Ｂ－Ｃ区間の階段を昇り、Ｃ－Ｄ区間の階段
を降り、Ｅ地点まで歩行する。その後、Ａ地点まで同じ経路を引き返す。
【００８２】
　図１４にこのタスク切り替え試験の結果を示す。図１４は、動作の様子と、動作補助装
置の膝関節角度と、タスク番号とを示す。タスク番号は、０番が平地歩行タスク、１番が
階段昇りタスク、２番が階段降りタスクを示す。上記実施形態によるタスク切り替え制御
によって、イッチなどの特殊な装置を用いることなく、装着者の運動意思を読み取り、状
況に応じたタスクの切り替えが円滑に行われることを確認した。
【００８３】
　［下肢切断者による試験］
　下肢切断者１名の協力のもと試験を実施した。試験協力者は交通事故により右大腿と左
下腿をそれぞれ切断している５０代の男性である。右脚側の膝関節屈曲伸展に必要な筋群
の一部が残存しており、随意的に力を入れることができる。試験では、右脚側に動作補助
装置を装着し、左脚側には市販されている下腿義足を装着した。義足使用歴は１０年であ
り、平時はインテリジェント義足を使用して、大腿義足の膝関節を屈曲伸展させて平地歩
行することができる。
【００８４】
　動作補助装置は、健足側の情報としては床反力のみを使用するため、片大腿切断の患者
だけでなく、両下肢切断の本試験協力者にも適用可能である。
【００８５】
　生体電位計測試験
　動作補助装置の制御に必要な右脚側膝関節の生体電位信号を計測した。試験協力者へ膝
関節を屈曲伸展するように力を入れるよう指示し、その際に膨張した筋肉の皮膚表面に生
体電位計測用の電極を貼り付けた。動作補助装置によって生体電位の計測を行うと同時に
、試験協力者へのフィードバックとして以下の数式（５）に基づく随意制御を行った。
【数４】
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【００８６】
　τＢＥＳは随意制御による指令トルク、Ｅｆｌ、Ｅｅｘはそれぞれ屈曲伸展に伴う生体
電位信号の強度、Ｋｆｌ、Ｋｅｘはそれぞれ屈曲伸展の生体電位信号から膝関節指令トル
クへ変換するゲインである。これにより、試験協力者の生体電位信号に基づいて、動作補
助装置の膝関節を屈曲伸展させることができる。
【００８７】
　本試験では、試験協力者に膝関節を屈曲伸展させるように指示し、その際に得られた生
体電位信号の波形変化と、随意制御によって動作補助装置の膝関節が指示通りに屈曲伸展
するかを確認した。
【００８８】
　生体電位計測試験の結果を図１５に示す。図１５において、Knee Angleが動作補助装置
の膝関節の角度変化を表し、BES ExtensionとBES Flexionがそれぞれ伸展と屈曲の生体電
位信号の強度を示す。生体電位信号の計測結果には１００％ＭＶＣ法を適用した。
【００８９】
　屈曲伸展の指示に対応した生体電位信号を取得することができた。図１５より、随意制
御によって動作補助装置の膝関節を交互に屈曲伸展できること、同時収縮がなく屈曲伸展
で独立して生体電位信号を取得できることが確認された。さらに、試験協力者より「自分
の脚のように動かせる」、「自分の脚が戻ったみたいだ」との感想を得た。
【００９０】
　以上の結果より，試験協力者の随意的な生体電位信号を取得できることが確認できた。
さらに、動作補助装置を制御するにあたって十分な生体電位信号の信号強度であることを
確認できた。
【００９１】
　平地歩行動作試験
　下肢切断者が動作補助装置を使用した場合の平地歩行を試験した。本試験では、上述し
た健常者による試験と同様に、１０ｍ歩行試験を行った。図９に示す経路のＡ地点からＤ
地点までを歩行し、Ｂ地点からＣ地点までの１０の歩行に要する時間を計測した。Ａ地点
からＢ地点、Ｃ地点からＤ地点はどちらも３ｍの助走区間とした。
【００９２】
　比較のために、動作補助装置を使用した場合と、普段使っている義足(The　prosthetic
　leg　used　in　daily　life)を使用した場合の両方で１０ｍ歩行試験を行った。
【００９３】
　試験協力者には動作補助装置と普段使っている義足の両方で快適速度での歩行を指示し
た。十分な練習と制御パラメータの調整を行った後に試験を行った。
【００９４】
　１０歩行試験によって、下肢切断者が動作補助装置を使用して平地歩行ができることが
確認できた。図１６に動作補助装置を使用した際の１歩行周期分の膝関節角度、股関節角
度、両足の床反力、フェイズ番号を示す。膝関節を屈曲伸展させ、支持脚フェイズと遊脚
フェイズでフェイズを切り替えながら歩行できていることが確認できた。
【００９５】
　図１７に、本試験における動作補助装置と普段使っている義足の１０ｍ歩行試験に要す
る時間から算出した速度結果を示す。動作補助装置では３９［ｓ］、普段使っている義足
では３８［ｓ］という結果であった。図１７から、動作補助装置と普段使っている義足と
で、同程度の歩行速度であることがわかる。
【００９６】
　本試験によって、下肢切断者が動作補助装置を使用した場合でも同様に平地歩行を実現
することができたことを確認した。普段使っている義足と同程度の速度結果であったこと
から、日常生活で使用できる歩行速度を実現したと考えられる。
【００９７】
　階段昇降動作試験
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　下肢切断者が動作補助装置を使用した場合の階段昇降を試験した。本試験では、上述し
た健常者による試験と同じ階段を使用した。階段昇り動作試験では、１段目から１１段目
までの計１０段の段差を昇るのに要する時間を計測した。階段降り動作試験では、１２段
目から２段目までの計１０段の段差を降りるのに要する時間を計測した。片側の手すりは
使用可能とした。比較のために、動作補助装置と普段使っている義足の両方で昇降動作時
の所要時間の計測を行った。試験協力者にはどちらも快適速度での歩行を指示した。普段
使っている義足での試験では、平時での昇降方法が二足一段昇降であるため、二足一段昇
降で階段を昇降した。
【００９８】
　本試験によって、下肢切断者が動作補助装置を使用して一足一段での階段昇降動作がで
きることを確認した。図１８に階段昇り動作試験において動作補助装置を使用した際の歩
行１周期分の膝関節角度、股関節角度、両足の床反力、フェイズ番号を示す。また、図１
９に階段降り動作試験において動作補助装置を使用した際の歩行１周期分の膝関節角度、
膝関節角速度、股関節角度、両足の床反力を示す。
【００９９】
　動作補助装置と普段使っている義足の速度結果を図２０、図２１に示す。図２０は階段
昇り動作試験の速度結果、図２１は階段降り動作試験の速度結果を示す。計測した時間と
昇降した階段の段数から、１分間の昇降段数であるケーデンス[steps/min]を算出した。
【０１００】
　図２０に示す階段昇り動作試験の結果では。動作補助装置と普段使っている義足の両方
で同程度の速度結果となった。
【０１０１】
　図２１に示す階段降り動作試験の結果では、動作補助装置使用時の方が、普段使ってい
る義足使用時よりも１．７倍速い結果となった。
【０１０２】
　階段昇り動作試験において、一般的な受動義足では二足一段であった歩容が、動作補助
装置を使用することによって一足一段で階段を昇ることができ、より健常者に近い歩容を
実現できた。また、試験協力者から「階段の昇り降りができて楽しい」との感想を得た。
これにより、今まで階段を昇ることに対して抱いていた精神的負荷を和らげることができ
ると考えられる。
【０１０３】
　階段昇り動作において、動作補助装置と普段使っている義足の速度結果における比較で
は同程度の結果であった。同程度の速度結果となった要因の１つに“慣れ”が考えられる
。本試験は１回につき２時間、最短で１週間に１回の頻度で実施した。１回の試験の中で
内容説明、装着、生体電位の計測、パラメータの調整などを行うため、訓練にあてる時間
はより制限される。日常的な訓練を行うことでより健常者に近い速度で階段を昇ることが
できるようになると考えられる。別の要因としては、試験協力者が両下肢切断であったこ
とが考えられる。階段昇降動作では、平地歩行に比べて足関節が大きく動作する。両下肢
切断の場合には、両脚の足関節の可動域に制限があるため、片大腿切断を模擬した上述の
健常者による試験の結果より遅くなったものと考えられる。片大腿切断者が動作補助装置
を使用する場合には、健常者による試験結果に近い速度で階段を昇ることができると考え
られる。
【０１０４】
　階段降り動作において、動作補助装置の方が、普段使っている義足より速く降りること
ができた。これは，普段使っている義足では二足一段であった歩容が、動作補助装置では
一足一段での歩容に変わったところが大きいと考えられる。さらに、足裏の土踏まず周辺
を段差の角に当て、段差の角を中心に回転させて降りることで足関節の役割を果たし、足
関節の可動域が制限されている問題を解決している。
【０１０５】
　タスクの切り替え試験
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　図１３に示す平地歩行動作と階段昇降動作が必要な経路を、動作補助装置を装着した下
肢切断者が歩行し、状況に応じたタスクの切り替えを確認した。使用する階段は５段と３
段の段差がそれぞれ両側にあり、５段側の蹴上寸法は１２０ｍｍ、３段側の蹴上寸法は２
００ｍｍである。図１３のＡ地点から歩行し、Ｂ－Ｃ区間の階段を昇り、Ｃ－Ｄ区間の階
段を降り、Ｅ地点まで歩行する。その後、Ａ地点まで同じ経路を引き返す。
【０１０６】
　図２２にこのタスク切り替え試験の結果を示す。図２２は、動作の様子と、動作補助装
置の膝関節角度と、タスク番号と、フェイズ番号とを示す。タスク番号は、０番が平地歩
行タスク、１番が階段昇りタスクを示す。タスク番号とフェイズ番号の両方が０の状態で
階段を降りる。これは上記実施形態で説明したように、平地歩行タスクの支持脚フェイズ
と階段降りタスクとで同一のトルク制御としたためである。
【０１０７】
　図２２から、試験協力者が平地歩行と階段昇降の必要な試験用の経路を歩行可能である
ことが確認できた。さらに、スイッチなどの特殊な装置を用いることなく、タスクが状況
に応じて切り替わり、所望の動作を実現できたことが確認できた。
【０１０８】
このように、平地歩行に加え、階段昇降の必要な経路において、下肢切断者が単独で歩行
可能なことが確認できた。
【０１０９】
　屋内での使用を想定した歩行試験
　日常生活における屋内での使用を想定し、実際の建造物内における平地歩行動作と階段
昇降動作の必要な経路を歩行可能か否か確認した。建造物内の模式図を図２３に示す。歩
行する経路は、Ａ地点から歩行を開始し、Ｗａｌｋ１、Ａｓｃｅｎｄ、Ｗａｌｋ２、Ｄｅ
ｓｃｅｎｄ、Ｗａｌｋ３の順に建造物内を巡回し、Ａ地点へ再び戻ってくるまでの時間を
計測した。比較のために、動作補助装置を使用した場合と、普段使っている義足を使用し
た場合の両方でこの経路を歩行した。普段使っている義足での試験では、平時での昇降方
法が二足一段昇降であるため、二足一段昇降で階段を昇降した。
【０１１０】
　動作補助装置を使用した場合と普段使っている義足を使用した場合の両方において図２
３に示す建造物内の歩行を達成した。動作補助装置を使用した場合では、一足一段での階
段昇降を行い、試験経路の歩行を達成した。
【０１１１】
　所要時間は、動作補助装置を使用した場合では１６０［ｓ］、普段使っている義足を使
用した場合では１６５［ｓ］であった。動作補助装置を使用した方が５［ｓ］速い結果と
なった。
【０１１２】
　図２４に、動作補助装置を使用した場合と、普段使っている義足を使用した場合の、各
経路の所要時間を示す。Ｗａｌｋ１とＷａｌｋ３に関しては、両者でほとんど差がなかっ
た。ＡｓｃｅｎｄとＷａｌｋ２では動作補助装置の方が遅い結果となった。Ｄｅｓｃｅｎ
ｄに関しては動作補助装置の方が速い結果となった。
【０１１３】
　階段昇り動作において動作補助装置の方が遅くなった原因としては、本試験では３つの
タスク全てに意識を向けなければならず、フェイズの切り替えの多い階段昇りタスクにお
いて多少時間がかかったものと考えられる。本試験の経路のような平地歩行と階段昇降の
必要な経路においての訓練を続けることで、より無意識的に動作補助装置を使うことがで
きるようになり、移動速度が向上すると考えられる。
【符号の説明】
【０１１４】
１０　ソケット
１２　大腿フレーム
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１４　膝関節部
１６　下腿フレーム
１８　足部
２０　駆動部
３０　腰ベルト
４０　制御部
５０　バッテリ
１０２　生体電位信号検出手段
１０４　関節角度検出手段
１０６　床反力検出手段
１１０　制御装置
１２０　駆動信号生成手段

【図１】 【図２】
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